
建築設備等の確認申請手数料

ホーム
エレベー

ター・
小荷物専用

昇降機

　昇降機 ３以下 20,000 18,000

　　エレベーター ４以上９以下 18,000 16,000

　　エスカレーター １０以上 16,000 14,000

ホームエレベーター ３以下 17,000 14,000

４以上９以下 15,000 12,000

１０以上 13,000 10,000

建築設備等の完了検査手数料

ホーム
エレベー

ター・

小荷物専用
昇降機

　昇降機 ３以下 28,000 25,000

　　エレベーター ４以上９以下 25,000 22,000

　　エスカレーター

ホームエレベーター

（注）確認済証を当センター以外で受けたものの完了検査手数料は、確認申請手数料を加算します。
　　　なお、当該加算する手数料は完了検査申請前に必要とする再チェックを行う際に徴収します。

手数料の減額
　　　    確認申請及び完了検査の件数が４件以上の同時申請の場合は、４件目から1,000円
　　　　　減額します。

遠隔地の手数料の増額（完了検査）
　　　下記の村区域別の額を加算します。

　　　１．宇陀郡（曽爾村、御杖村）吉野郡（川上村、東吉野村）の場合　　　　　 ： 10,000円
　　　２．吉野郡（天川村、野迫川村、下北山村、上北山村、十津川村）の場合 ： 16,000円

支払方法
　　　現金（口座振込みの場合もご相談に応じます。）

建　築　設　備 設置数

建　築　設　備 設置数
昇降機

<新　設>　　　　

昇降機の設置の場合

〈計画変更〉
直前の確認を当センターで受けたもの
（ 当センター以外で確認を受けたもの
は新設とみなします。 ）

完了検査手数料

建築設備に関する確認検査手数料表

１０以上 22,000 20,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人なら建築住宅センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年４月１日施行

単位 ： 円（非課税 ）

単位 ： 円（非課税）

確認手数料

昇降機



工作物の確認手数料

高さ

４ｍ以内 20,000

４ｍ超１０ｍ以内 26,000

１０ｍ超１５ｍ以内 38,000

１５ｍ超２０ｍ以内 46,000

２０ｍ超 55,000

４ｍ以内 14,000

４ｍ超１０ｍ以内 21,000

１０ｍ超１５ｍ以内 32,000

１５ｍ超２０ｍ以内 39,000

２０ｍ超 46,000

設置数

３以下 20,000

４以上９以下 18,000

１０以上 16,000

３以下 17,000

４以上９以下 14,000

１０以上 11,000

工作物の完了検査手数料

高さ

４ｍ以内 20,000

４ｍ超１０ｍ以内 28,000

１０ｍ超１５ｍ以内 41,000

１５ｍ超２０ｍ以内 49,000

２０ｍ超 57,000

設置数

３以下 28,000

４以上９以下 25,000

１０以上 22,000

（注）１．工作物の令１３８条第１項第２号（鉄柱等）に該当する物件は１５m、第３号（広告塔等）に該当
　　　　　する物件は４mを超える部分からの高さになります。
　    ２．確認済証を当センター以外で受けたものの完了検査手数料は、確認申請手数料を加算します。
　　　　　なお、当該加算する手数料は完了検査申請前に必要とする再チェックを行う際に徴収します。
　　　　　
手数料の減額

同項各号に揚げるもの

乗用ＥＶ又はエスカレーターで
観光用のもの

<新　設>

直前の確認を当センターで
受けたもの
（当センター以外で確認を受け
たものは新設とみなします。）

別途見積

令第１３８条第１項及び
第３項（第２号を除く）

同項各号に揚げるもの

令第１３８条第１項及び
第３項（第２号を除く）

<計画変更>

令第１３８条第２項

２号及び
３号

遊戯施設等

〈計画変更〉
直前の確認を当センターで受けた
もの（当センター以外で確認を受け
たものは新設とみなします。）

２号及び
３号

遊戯施設等

１号

<新　設>

別途見積

工作物に関する確認検査手数料表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人なら建築住宅センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年４月１日施行

単位 ： 円（非課税）

単位 ： 円（非課税）

令第１３８条第２項
１号

乗用ＥＶ又はエスカレーターで
観光用のもの

（直前の確認を当センターで
受けたもの）



　　      確認申請及び完了検査の件数が４件以上の同時申請の場合は、４件目から1,000円
　　　　　減額します。

遠隔地の手数料の増額（完了検査）
　　　下記の村区域別の額を加算して下さい。

　　　１．宇陀郡（曽爾村、御杖村）吉野郡（川上村、東吉野村）の場合　　　　　　： 10,000円
　　　２．吉野郡（天川村、野迫川村、下北山村、上北山村、十津川村）の場合　： 16,000円

支払方法
　　　現金（口座振込みの場合もご相談に応じます。）
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